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TPP11協定大筋合意
米国を除いた11カ国での 
新協定に向け前進
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エグゼクティブサマリー
2017年11月9日に開催されたTPP（Trans-Pacific Partnership）閣僚会合を経 
て、TPP11協定の条文、凍結リスト等を含む合意パッケージについて大筋合意に至
りました。トランプ米政権によるTPP離脱以降、日本政府は、TPPの合意内容を維持
して、残りの11カ国で新協定（TPP11協定）を成立すべく取り組んでいましたが、
新協定において実施を見送る「凍結項目」の調整が難航していました。今後は、未
だ合意に至っていない事項について協議を継続し、署名・批准に向けて進んでいく
ことになります。

TPP11協定と凍結項目について
内閣官房によれば、TPP11協定の正式名称は「包括的及び先進的な環太平洋 
パートナーシップ協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership）」とされ、米国を除く参加国で、全世界のGDPの12.9%、貿易
額の14.9%ほどを占める協定になる見込みです。

米国離脱前のTPP協定（TPP12協定）では、関税の引下げに留まらず、非関税障壁
の撤廃、投資・サービスの自由化、知的財産の保護など、多岐にわたる分野で貿易自
由化・貿易促進措置が予定されていました。今回の大筋合意の結果、TPP11協定で
は20の項目について実施が凍結されることとなりました（次頁参照）。

また、国有企業の取扱いなど4項目については凍結対象とするか合意に至らず、 
継続協議となりました。

http://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
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TPP11に係る物品貿易上の恩典と 
今後の企業の対応
これらの凍結対象項目や継続協議項目には、関税の引下げス
ケジュールなど物品貿易を直接の対象とする事項は含まれて
いません。物品貿易について、TPP12協定と同様の措置が維
持されることを前提とすれば、日本にとって、カナダ・ニュージー
ランドとは初めての自由貿易協定締結となることは注目され
ます。また、優遇税率の適用に際しては、輸出加盟国での原産
性が認められることが前提となりますが、TPP12では輸出国の
みならず、他の加盟国産品も原産品としてカウントすることを 

可能とする「累積」のルールが規定されているため、すでに日
本との間にFTAが存在していた加盟国との貿易においても、優
遇税率適用の機会が広がる可能性があります。また、自社製品
に適用される既存のFTAの優遇税率に比して、TPP11で適用 
される優遇税率がより有利なものかは確認すべきと考えられ
ます。

米国が離脱したとはいえ、上述のようなTPP11の利点を考えれ
ば、貿易取引を行う企業としては、新協定の成立に向けた動き
に注視しつつ、TPP11を利用したより効率的なサプライチェー
ンの構築に向けて、早期に対策を始めることが望ましいと考え
られます。

凍結となる項目（部分凍結含む）
（2017年11月11日付内閣官房TP等政府対策本部「TPP11協定の合意内容について」）

• 急送少額貨物

• ISDS（投資許可、投資合意）関連規定

• 急送便附属書

• 金融サービス最低基準待遇関連規定

• 電気通信紛争解決

• 政府調達（参加条件）

• 政府調達（追加的交渉）

• 知的財産の内国民待遇

• 特許対象事項

• 審査遅延に基づく特許期間延長

• 医薬承認審査に基づく特許期間延長

• 一般医薬品データ保護

• 生物製剤データ保護

• 著作権等の保護期間

• 技術的保護手段

• 権利管理情報

• 衛星・ケーブル信号の保護

• インターネット・サービス・ 
プロバイダ

• 保存及び貿易

• 医薬品・医療機器に関する透明性
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。

@EY_TaxJapan
最新の税務情報を配信しています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
大平 洋一 パートナー +81 3 3506 2678 yoichi.ohira@jp.ey.com
原岡 由美  エグゼクティブディレクター +81 3 3506 1262  yumi.haraoka@jp.ey.com


